
エフエムふじごこ 第 29 回番組審議委員会議事録 

 

１．開催日時 令和 5年 7月２５日（火曜日） １８：００～１９：００ 

２．開催場所 （株）CATV富士五湖 ２F会議室 

３．委員出席 番組審議委員総数 １３名 出席委員数 ８名 

       出席委員の氏名 

望月 勉、小野政秋、半田初幸、飯島 武、渡辺忠男、小俣 厚、 

宗形和子、渡辺千重子 

   

欠席委員の氏名 

田辺将之、武藤里美、工藤津菜美、宮下美穂、小佐野あずさ、 

 

       放送事業者側出席者名 

       武川以爾身、武川哲也、宮下米夫、堀口美智幸 

 

４．議 題 １）番組視聴状況について 

２）各番組で使用する楽曲等について 

３）その他要望事項等 

 

５．議事の概要 

      今回は、担当者よりパーソナリティの変更等の説明が行われ、その後各委

員のラジオの視聴状況及び防災ラジオの利用状況と、番組で使用する楽曲

に関する意見を求めました。 

 

６．審議内容 

   富士吉田市では、現在市内の全世帯を対象として、防災ラジオの設置を進めてい 

ます。この防災ラジオにおいて、ＦＭふじごこは選局のトップとなり、非常時には 

防災行政放送の補完を行う役目を担いますので、日頃からの利用状況などを伺うと 

ともに、身近な情報媒体として活用していただく必要があります。 

  また楽曲については、各番組のパーソナリティによる選曲と、聴取者の年代層 

が異なる場面がみられるため、委員の意見を伺った。 

 

 



１）ＦＭ富士五湖の聴取状況 

  ・仕事をお持ちの委員が多いため、朝の出勤時や昼間の移動で聞かれる方と、週 

   末に聴かれる方が多く、夕方の番組を聴く機会が少ないことが伺えた。 

   ・上記などもあり、カーラジオの利用が多く、次いでスマートフォン（Radimo利 

用）、防災ラジオ等の機器の順であった。 

   ・防災ラジオに関しては、全ての委員がすでに設置済みであった。 

 

２）Radimoの利用状況 

・多くの委員がRadomoのアプリを導入していただいていた。 

・Radimoでは、４月より富士吉田市の発信する防災行政放送の中から、台風に 

 伴う避難所開設や J-ALERT 訓練等の重要情報を PUSH通知するとともに、詐 

欺情報など一般情報の中から特に必要な情報のみを選択配信していますが、こ 

の配信内容については必要十分であるとの意見が多かった。 

なお富士吉田市の公式防災アプリ上では、献血、選挙、熱中症予防等、全て 

    の放送内容を配信していることについての説明も行われた。 

 

３）各番組で使用する楽曲についての意見 

   ・聴いていて特に気にはならなかった。 

・自分の年代と合っているのか、自分の好きな曲が流れることが多いと感じた。 

・テーマを決めての選曲は聴きやすかった。 

・聴く方の年齢層によって、選曲が古いと感じる方と新しくてわからないという 

 方の意見があった。 

 

４）聴取者からのリクエストへの対応についての意見 

・聴取者からのリクエストには、ほぼ対応できるようであり特に問題点はないと 

 思う。 

・リクエストする人が少ないのか、同じ聴取者のリクエストが多いと感じた。も 

 う少しリクエストを増やす工夫はあるのか？ 

【回答】以前は、一般メール、ホームページからのリクエストメール、FAXと 

    なっていましたが、４月の Radimo の開始により、Radimoから各番 

組宛てにリクエストメールも行えるようにしました。 

・聴取者の年齢層が高いのか古い曲のリクエストが多いと感じた。 

・洋楽のリクエストが少ないと感じたが、洋楽のリクエストの対応は可能ですか。 

【回答】洋楽もメジャーな曲であれば、ほぼ対応は可能です。 



５）各番組では、パーソナリティの個性を尊重してオープニングの曲は番組ごとに異 

  なりますが、お聞きになっていかがでしょうか 

・番組内容も、パーソナリティも毎日違うので、今のままで問題はないと考えま 

す。 

・特に時間帯が同じだからと、オープニングの曲を統一する必要はないと考える。 

 

６）その他ご意見 

   ・番組の前半に古い曲を流す傾向がみられる。前半から最近の曲を流すことによ 

    って、若い年代層の聴取者を増やすことができるのではないかと思う。 

・楽曲の使い方や選曲、BGMについては、特に問題は感じられませんので、この 

 ままで良いと思います。 

 

７）要望事項等について 

   ①まれに紹介した曲と違う曲をかけることがありますので、事前に次の曲のチェ 

ックを行うようにして下さい。 

    【回答】 

     放送スタッフに、再度確認を徹底するよう伝えます。 

      

７．審議機関の答申又は意見に対してとった措置の内容 

    

   特になし 

 

８．審議機関の答申又は意見の概要の公表 

  公表の方法 ①自社番組内において放送 

        ②事務所への備置き 

        ③自社ホームページへの掲載 （https://www.fm2255.jp/） 

  公表の内容 番組審議委員会翌日の自社番組内において、ニュース形式で開催と簡 

        単な内容を伝え、詳細な内容についてはホームページへの掲載を告知 

した。 

 

以上 


